
 １．緊急通報の流れについて

  　「緊急ボタン」を押されますと、第１次通報として、大阪ガスセキュリティサービス(株)の受信センターにつながります。
  　その後は、下記略図の流れに沿った形で、状況に応じた適切な措置をとっていきます。
  　　※緊急を要する通報の場合は、受信センターから消防署に連絡しますのでご安心ください。

状況
確認

 ２．利用料のご利用者負担額

 落しとなります。

 をご利用ください。

 ３．機器の取付作業

 ただいた上で、後日、作業員がご利用者様宅を訪問し、機器の取付作業を行います。

 分～１時間程度となります。

 いますので、必ずご確認いただきますようよろしくお願いします。

 　なお、指定口座の届出は、利用決定通知書を送付する際に、預金口座振替届出書を同封させていただきますので、こちら

消防署

 方法は、ご利用者様と大阪ガスグループの大阪ガスファイナンスとの契約により、指定口座から半期（１月、７月）毎の引き
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  　機器の取付作業は、委託事業所である大阪ガスセキュリティサービス（株）の下請事業所から日程調整の連絡をさせてい

 　この取付作業にかかる経費の自己負担金は無料で、作業にかかる時間は、家屋の状況によって異なりますが、およそ３０

 　なお、機器の取付作業で訪問させていただく作業員は、大阪ガスセキュリテイサービス（株）の委託業者証明書を携行して

  　システム利用料にかかるご利用者の負担額は、朝来市が利用料の一部を負担しますので、月額３００円となります。支払
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 　また、費用負担の内訳は、下記のとおりで、利用料には、電池交換や機器修理にかかる費用も含まれています。ただし、

１，３２０円／月

《委託事業所》

 ご利用者様の過失による装置本体及びペンダント型発信機等を毀損・紛失された場合は、所定の自己負担額が発生しま
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 すので、機器の保管には、十分ご留意ください。

ただし、生活保護世帯
及び要綱に定める低所
得者の方については、
自己負担はありません。



 ４．「相談ボタン」について

 　「緊急ボタン」横の「相談ボタン」を押すと、大阪ガスセキュリティサービス（株）の受信センターにつながります。
 　受信センターには、保健師、看護師が２４時間体制で勤務しており、ご利用者様の健康相談に応じています。
 　フリーダイヤルですので、通話料はかかりません。お気軽にご利用ください。

 ５．ご利用の中止について

 　システムの利用を中止される場合は、朝来市役所高年福祉課までご連絡ください。
 　後日、大阪ガスセキュリティサービス（株）から撤去日の日程調整のため、ご連絡させていただきます。
 　　※利用料は、利用中止月もかかります。（ただし、利用開始月はかかりません。）

朝来市役所健康福祉部高年福祉課
電　話　　６７２－６１２４（内線　２２５０）
Ｆ Ａ Ｘ　　６７２－４１０９

電　話　　０６－６３０３－４０１３
Ｆ Ａ Ｘ　　０６－６３０３－４１３１

電　話　　０７９－６７２－１４１１
Ｆ Ａ Ｘ　　０７９－６７０－２０４７
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